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　塩野義製薬は平成13年、米国の製薬会社
（GSK社）と共同で抗HIV治療薬を開発する
ためJV契約を締結し、ケイマン法に基づく
特例有限責任パートナーシップであるケイマ
ンLPS（CILP）を設立した。その後、塩野
義製薬は、平成24年に英国の完全子会社に
LPS持分を現物出資し、次いで英国完全子
会社はLPS持分を米ヴィーブ社の英国親会
社に譲渡、その対価としてヴィーブ親会社株
式の10%を取得した（図参照）。
　塩野義製薬は、英国完全子会社への現物出
資が「適格現物出資」にあたることを前提
に、約130億円の簿価譲渡として申告を行っ
たが、課税庁は「非適格」であるとし、LPS
持分の譲渡価額は時価約530億円であり、
約400億円の申告漏れがあったと認定した。
法基通の基準「経常的管理場所」は合理的
　本事案の最大の争点は、本件現物出資の対
象資産が法人税法施行令4条の3第9項にい

う「国内にある事業所に属する資産」に該当
するか否かにある。
　法人税基本通達1−4−12は、「国内にあ
る事業所に属する資産」の判断基準につい
て、「原則として、国内、国外いずれの事業
所の帳簿に記帳されているかで判定するが、
国外事業所の帳簿に記載されていても、実質
的に国内事業所において経常的な管理が行わ
れていた資産は、国内事業所に属する資産に
該当する」旨定めている。東京地裁は、この
判断基準を「法令の趣旨に鑑みて合理性を有
するもの」であり、「この基準に沿って検討
するのが相当」とした。
持分は事業用財産と契約上の地位の結合
　ここで問題になるのが、経常的な管理場所
の判定においてLPS持分をどう捉えるのか、
すなわち、（株式のような）LPS持分自体、
あるいはLPSの個々の事業用財産のいずれ
を判定対象とするべきかということだ。

　製薬会社大手の塩野義製薬が行った、ケイマンLPS持分の英国完全子会社への現物出資の
適格性を巡り争われていた事案で、東京地裁（古田孝夫裁判長）は令和2年3月11日、適格
現物出資であるとする同社の主張を認め、計約80億円の課税処分を取り消した。
　外国法人に国内資産を移転した場合は税制非適格となるため、本件では、対象資産が国
内、国外のどちらにあるのかが最大の争点となっていた。東京地裁は、本件LPS持分は「LPS
の主要な事業用財産の経常的な管理場所」で内外判定すべきとした上で、主要な事業用財産
が米国等の国外で管理されていたと認定、本件LPS持分は国内資産ではないと判断した。
　国は3月24日に東京高裁に控訴しており、今後どのような主張を展開するのか注目される。

主要な事業用財産を国外で経常的に管理なら、LPS持分は国内資産に該当せず（

塩野義製薬、国外への現物出資の適格性で勝訴

東京地裁、LPSの「主要な事業
用財産」の管理場所で内外判定
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　この点について東京地裁は、ケイマンLPS
であるCILPは我が国の組合に類似した事業
体（法人税法上の法人には該当しない）であ
るとの考えを示した上で、本件CILP持分の
内実を「CILPの事業用財産の共有持分とパー
トナーとしての契約上の地位とが不可分に結
合されたもの」と捉え、「本件CILP持分を、
事業用財産の持分や契約上の権利等が全て結
合された1個の資産とみてその管理場所を特
定するのが相当である。」と判示した。
主要な事業用財産の経常的管理場所は国外
　そして、東京地裁は、「CILPのパートナー
シップ持分の価値の源泉はCILPの事業用財
産の共有持分にある」ことなどを理由とし
て、「本件CILP持分を1個の資産とみた場合
のその経常的な管理場所は、CILPの主要な
事業用財産の経常的な管理が行われていた事
業所とみるのが相当である。」とした。その

上で、CILPの主要な事業用財産として、①
現金はCILP又はデラウェアLLC名義の米国
の預金口座に入金され、経理業務はGSK社/
ヴィーブ社側の米国の事業所で行われてい
た、②知的財産のライセンスは、CILP及び
デラウェアLLCの連結財務諸表に記録され
ていた、③治験データはGSK社/ヴィーブ
社側のデータベースに保管され、原告にはア
クセス権が付与されていなかったことなどか
ら、「CILPの主要な事業用財産の経常的な管
理は、GSK社/ヴィーブ社側の米国等の国外
事業所で行われていた。」と認定した。
　なお、塩野義製薬側の、事前照会と異なる
処分を受けたとの信義則違反の主張について
は、事前照会の意義を問うものとの関心が集
まっていたが、上記のとおり、東京地裁が適
格現物出資に該当すると判断し課税処分を取
り消したため、判決では触れられていない。
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【表】政府税調国際課税DGで紹介されたBEPS行動13の論点
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【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例
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【図】出資関係図

本件JV

【図1】本件遺言の内容と相続財産の取得状況

【図2】外国税務当局から国税庁に情報提供されるケース
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▶マスターファイルの記載は事業分野ごととすべきか、グループ全体ベースとすべきか。
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（2）国別報告書

▶国別報告書はマスターファイルの一部とすべきか、あるいは別の文書とすべきか。
▶ローカル企業の財務報告を集計する「ボトムアップ」により作成すべきか、あるいはグループ全体の
連結損益を国別に配分する「トップダウン」により作成すべきか。

▶国別報告書の記載事項はどこまで必要か（源泉徴収額やグループ内のロイヤリティ等も記載必要か）。

税務当局間の情報共有の方法

▶税務当局がマスターファイルと国別報告書を共有する方法をどうするか。
（a）各国の税務当局が自国に所在するグループ企業（親会社・子会社・支店等）から直接入手する方法
（企業グループ内でマスターファイル／国別報告書を共有することが前提）
⇒　情報を共有する国の範囲は、多国籍企業のグループ企業が所在する国となり、守秘は各国の国
内法により担保される。
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国税局からの指摘内容には相応の合理性があったため、これに対して被告法人が源泉所得税等の
納付に応じる判断をしたことは原告に対する不法行為になるものではない。源泉所得税の納付に
ついて被告法人が異議を述べその結果を是正するべき信義側上の義務が発生する余地はない。

・「e市土地」は請求人が取得
・「f市土地」は申告期限時点
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遺言
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（編集部注）本件遺言にf市土
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→原告の被告法人に対する賠償請求を棄却（原告敗訴）

　本件物件25戸を一括譲渡する場合には、国税当局が主張する各戸の時価を単純に合計した価
格（4億9,380万円）ではなく、売れ残りリスクなどを勘案した市場性減価（15％）を控除した額で
ある4億1,937万円が本件物件の時価である。
　本件物件の譲渡価格2億8,120万円を時価4億1,937万円と比較すると、約3分の2（67％）
となるため、基本通達にいう「おおむね2分の1」の要件を満たさない。裁判所

→第二次納税義務の納付告知処分を全部取消し（納税者勝訴）

国税局
税務署

国税局

税務署海外銀行

食品卸売業者

スーパー
コンビニ等

弁当の販売

製造委託（弁当）

弁当の納品
8％ or 10%

食材の
自社調達
（ケース1）

無償支給（ケース2）

有償支給（ケース3）

食品製造業者

（製造元）（製造者）

国税当局

❶
分譲マンション25戸を
2億8,120万円で一括
譲渡。

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶

❶

預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸現物出資

❶

❹情報提供

（出典：中小企業庁の資料に基づき作成）

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

調査対象者
A

社会保険労務士

子
B

国内海外

税理士法人

社会保険関係業務

社会保険関係業務

社会保険関係業務

移
行
会
社

税務署海外銀行

海外税務当局 国税当局

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶
預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸
❶

❷

❹情報提供

※　中国非居住者企業である原告法人は、中国国内源泉所得である中国法人出資持分譲渡により生じた所得について中国企業所得税の
納付義務があった。また、中国法人（出資持分譲渡対象会社）は、税務当局に対し課税に関する協力義務を負っていた。
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❺
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妻・子供4名分の申告書を作成

平成23年2月期で中国企業所得
税について外国税額控除を適用

※実施期間終了日までに
申請することが必要

【図】OEMによる取引の概要
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（ステップ2）

先代事業者

特定事業用資産

先代事業者からの贈与等以後、
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8％

税務署の指導のもと、
買換資産を平成21年4
月30日付けで取得した
ものとした修正申告書
を提出。過少申告加算
税等500万円が発生。

当初の取得期限
平成21年4月30日
延長後の取得期限

平成22年4月28日平成21年
7月23日 修正申告書を提出

：実施期間終了前に計画変更申請（取得設備の追加）をし、認定が実施期間終了後になる場合は当該計画変更時
　　　　 に実施期間も延長することが必要。

ケース2：実施期間終了前に取得した設備については、実施期間終了後に変更申請ができないため、新規申請（設備取得
　から60日以内）があらためて必要（ケース2）。
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100％
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デラウェアLLC（米）［特定化合物の開発・製造・供給活動］

ヴィーブ子
（米）

製造ノウ
ハウ等の
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の供与

ロイヤルティ

製造ノウ
ハウ等の
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の供与

分社
100％
子会社

【図】取引図
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